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※出産や子どもが生まれた場合の各種申請や手続きについては、庁内ＬＡＮ・

デスクネッツの人事企画室・文書管理内「★各種申請・手続きＱ＆Ａ★」をご

覧ください。 

 

※出産や育児に関する休暇制度等のパンフレットや各申請書は以下の場所に 

掲載しております。 

 人事企画室・文書管理内 

「様式書類」→「休暇・休業関係」→「出産・育休関係」 

 

 

“仕事も家庭も CHANT！（ちゃんと！）”とは？  

 この計画の策定にあたって、少しでも身近に感じてもらえるように、そして、

CHildren Are the Next Treasure ～子どもたちは次代の宝～という思いを

込めてこの愛称を名づけました。また、文中では CHANT（目標）として、こ

の計画を進めていく上での達成目標を示しています。 
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 はじめに 

 

 平成 15 年 7 月施行の「次世代育成支援対策推進法」に基づき、高槻市においては、仕

事と子育ての両立の支援を推進するため、「高槻市特定事業主行動計画“仕事も家庭も

CHANT！（ちゃんと！）”」を策定し、様々な次世代育成支援対策に取り組んできました。 

また、平成２８年４月施行の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）」に基づき、次世代育成だけでなく、女性が個性と能力を十分に発揮し、職業

生活において活躍できる事業所となるよう新たな取組を追加しました。 

この「高槻市特定事業主行動計画“仕事も家庭も CHANT！（ちゃんと！）”」は、本市

で働く常勤職員及び非常勤職員を対象とした事業主としての行動計画です。職員が安心し

て結婚、出産し、男性女性ともに仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現

していけるよう、また今まで以上に女性がより活躍できる職場環境となるよう、職場全体

で次世代育成支援と女性活躍推進に向けた取組を進めていきましょう。 

 

 高槻市特定事業主行動計画の改訂にあたって 

 

＜次世代育成対策支援推進法及び女性活躍推進法に基づく計画について＞ 

 

 平成１７年４月の本計画の策定後、平成２１年度、平成２６年度に行った計画の見直し

に加えて、平成２８年４月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性

活躍推進法）」の施行に伴い、女性活躍推進の視点を追加し、次世代育成支援と女性活躍の

双方を踏まえた計画となるよう改訂し、取組を進めてきたところです。 

 本計画が策定された平成１７年と比較すると、団塊世代の大量退職による組織の若返り

や社会構造の変化等により、育児や介護などの私生活と仕事との両立を求められる職員が

増加しています。 

 現在、本市では働き方改革に取り組んでおり、ワーク・ライフ・バランスの一層の推進

を図るためにも、職員のニーズを踏まえ、できる限り職員の声を反映した計画となるよう

アンケート調査を実施しました。 

 

アンケート調査の概要 

 ◆ 調査対象者 全職員（任期付、再任用職員・派遣職員・会計年度任用職員を除く）  

 ◆ 回答者等  対象者：２，３０１人 回答者：１，８５２人（８０．５％） 

◆ 調査項目（全１５項目） 

    ・性別、年齢、役職、配偶者の就労状況（４項目） 

    ・育児休業の取得について（６項目） 

    ・女性の活躍推進について（５項目） 
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この計画を進めるにあたって 

 

〇この計画は、集中的・計画的な取組期間とされる平成２８年度から令和７年度までの 

１０年間のうち、後半の令和３年度から令和７年度までを計画期間とします。 

 

〇この計画の推進にあたっては、各職場における勤務の形態や条件等を踏まえて実施して

いきます。 

 

〇この計画は、全庁的に取り組むことはもちろん、各部局の人事担当課長等からなる「高

槻市特定事業主行動計画推進委員会」において、計画上の取組の実施状況などを把握・

点検し、計画の推進に向けて、必要な措置を講じていきます。 

 

〇この計画は、高槻市の各任命権者が共同で策定しています。 
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１ 出産や育児にかかる制度の周知について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）本人に対する情報の提供等の取組 

これから出産や育児を迎えようとする職員は、生活環境の大きな変化を迎えます。

仕事と家庭を両立していくためには、十分な情報と周囲の配慮が必要です。 

 

本   人･･･出産を迎えることが分かったら、所属長へ報告しましょう。庁内Ｌ

ＡＮ・デスクネッツなどで出産・育児にかかる休暇・休業制度を把

握して、どのような形でそれらを利用していくかを検討してくださ

い。 

所 属 長･･･本人から相談があった場合、出産・育児にかかる各種制度の説明を

行い、人事担当課と相談のうえ、出産までの勤務における配慮の必

要性や休暇・休業中の業務運営体制の検討を行ってください。 

人事担当課･･･休暇担当者を窓口として、休暇・休業制度の説明及び相談を受け付

けます。 

 

２）職員全体に対する意識啓発等の取組 

子育てについては、親が一義的な責任を持つことが原則となりますが、全ての責任

を担うことは難しいことから、次世代育成支援対策に対する意識啓発を進めることに

より、子育てを社会全体として取り組むべき課題であるとの認識を共有し、職場にお

いても、子育ての意義への理解を深めることが重要となります。 

 

    全 職 員･･･出産・育児を親となる職員本人だけの問題とせず、業務を行うにあ

たっての協力や配慮が必要であることを理解してください。 

    人事担当課･･･階層別研修やその他各種研修機会を捉え、次世代育成支援対策の状

況や本市の取組などを周知します。 

 

 CHANT（目 標）１  

これらの取組を通じて制度を周知し、すべての職員が次世代育成支援に向け

た取組の重要性を認識するとともに、それを支える意識や理解が醸成されるこ

とを目指します。 

 

次世代の育成が今日の社会的な課題と認識され、これまでの間、様々な対策に取

り組んでいる中で、実際にその対策が実効性を持って行われるためには、次世代育

成支援のための趣旨や制度内容が十分に理解されなければなりません。そのため

に、子育てを行う職員はもとより、周囲の人間も含め、情報提供や意識啓発の取組

を進めていきます。 
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２ 出産・子育てしやすい勤務環境の整備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 出産・育児と職場復帰を円滑に行うための取組 

① 妊娠中・出産における配慮の徹底 

妊娠した職員には、母性保護の観点から各種の休暇制度等が適用されます。特に産

前休暇に入るまでの期間は、業務を行いながら出産を迎える時期であり、職場におけ

る配慮は重要です。 

 

      本   人…出産・育児を迎えるにあたっては、所属長へ相談し、休暇の取

得予定など、今後の見通しや状況を共有してください。また、

この先育児休業を取得する場合は、所属長と相談しながら、以

降の業務が円滑に進むよう引継ぎ等も進めてください。 

      所 属 長…母性保護の観点から、妊娠中の職員に対する各種の休暇が設け

られていることを理解し、業務分担における配慮や見直しを行

ってください。 

② 育児休業が取得しやすい環境整備 

 出産後、育児を迎える職員は、職場への遠慮から十分な育児休業期間を取れない場

合もあります。職員が安心して子育てに専念できるよう、職場全体でサポートしてい

きましょう。 

 

     本   人 … 育児休業の取得にあたっては、十分な子育てが行えるよう夫婦

で役割分担を話し合い、休業の取得時期や分担取得などを検討

したうえで所属長と相談してください。 

     所 属 長 … 所属長は、職員から出産の相談があった場合、必ず職員に育児

休業の取得の意思を確認してください。その際には、長期の休

業に入る職員に対して、業務分担の見直しや代替職員の配置等

について説明し、休業により職場を抜けることになる不安を取

り除くよう努めてください。 

出産や育児、その後の職場復帰の過程では、仕事と家庭の両立に不安を感じま

す。職場や同僚への気兼ねから、必要な休暇や休業の取得をためらったり、職場

の配慮不足によって、過大な負担がかかるようであれば、安心して出産・育児が

行える環境は望めません。また、近年、男性の育児休業取得者は増加傾向にあり

ますが、次世代育成支援対策では、男性も含めた働き方の見直しも重要とされて

おり、更なる取組が必要となります。これらのことに対応していくため、親とな

る夫婦の出産・育児や育児休業等からの職場復帰が円滑に行われるよう、職場と

してのサポート体制の確立を目指します。 
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③ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

今回の職員へのアンケート調査によると、育児休業を取りやすくするための取組と

して、「育休期間中の代替として正規職員を配置してほしい」という意見が職員の中で

は一番多くを占めました。 

取得時の組織体制等への不安の解消に向けて、所属からの代替要員の確保に応じる

ため、一定の職場や職種については職員の育児休業に伴う任期付職員の採用を実施し

ていますが、今後は事務職等においても採用の実施を検討します。 

今後、代替職員の確保を進めていくうえで、休業の期間がとても重要です。休業期

間を変更した場合には、代替職員の任用期間も変更しなければなりません。休業を取

得する職員も、復帰時期を変更する場合には、早急に所属長と相談してください。 

 

 

＜参考＞ 育児休業を取得しやすくするために必要な取組は？（複数回答可） 

 

 「その他」には、「職場の人員体制の確保」、「業務の共有化」、「職務経験者（ＯＢ、ＯＧ）

の活用」、「取得者の周囲の職員へのフォロー」などの意見がありました。 

 

回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%)

育児休業制度の内容に

関する情報提供
124 20.3% 222 19.5% 3 25.0%

育休期間中の経済的支援の拡大 192 31.4% 384 33.7% 2 16.7%

育休経験者の体験談等に

関する情報提供
18 2.9% 21 1.8% 0.0%

育休期間中の代替として

正規職員を配置
420 68.6% 404 35.5% 6 50.0%

職場の理解や意識改革 293 47.9% 583 51.2% 3 25.0%

男性職員の育休の取得促進 68 11.1% 363 31.9% 3 25.0%

その他 20 3.3% 55 4.8% 2 16.7%

女性(612人) 男性(1,138人) 性別の回答なし(12人)
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  ④ 円滑な職場復帰に向けた支援 

   近年、育児休業に関する制度の周知や理解は進んできているものの、職場復帰を迎

える職員は、復帰後の仕事と子育ての両立に不安を感じます。また、迎える側の職場

も今後の業務や体制に少なからず不安を感じるものと思われます。復帰する職員がス

ムーズな職場復帰を果たせることはもちろん、迎える側の職場も円滑に業務が進めら

れるよう、双方ともに協力していきましょう。 

 

     本   人 … 子育ての合間を有効利用して、復帰後の業務と子育ての両立に

向けた計画を立てたり、休業の機会を利用して自己啓発にも積

極的に取り組みましょう。また、休業期間や連絡先の変更があ

る場合は必ず所属に連絡しましょう。連絡不足は、お互いに不

安を感じる原因となるので、必要な連絡は必ず行いましょう。 

     所 属 長 … 育児休業中の職員に対しては、職場との断絶感や復帰への不安

を和らげるため、電子メール等の手段を用い、市政や業務に関

する情報提供を行ってください。また、復帰に際しては、面談

を行うなど業務分担や引継ぎ事項の確認をするとともに、本人

が子育てを行う必要があることを前提に、仕事と子育ての両立

が可能となるよう配慮してください。 

 

⑤ 人事諸制度の見直し 

 アンケート調査において、子育てしやすい職場環境づくりのために求める制度とし

て、「育児・介護等のための早出・遅出勤務（時差勤務）」、「育児部分休業取得期間の

延長」という回答が多くありました。また、「テレワークの導入」や「年次有給休暇等

の時間単位での取得制限の廃止」という回答も多くあり、ワーク・ライフ・バランス

の確立には、柔軟な働き方が可能となるような制度が求められています。 

 これら職員からのニーズに対応するため、現在、業務都合に限っている時差勤務制

度について、今後は育児や介護を理由とした場合にも利用できるよう、制度の見直し

を検討します。あわせて、少子高齢化対策大綱において、「不妊治療への理解を深め、

仕事と治療が両立できる職場環境の整備を推進する。」とされていることから、不妊治

療を受ける職員に対する時差勤務制度の導入についても検討を行います。 

また、柔軟な働き方を推進するため、子の看護休暇、短期介護休暇の時間単位での

取得に加えて、年次有給休暇の時間単位での取得要件（１日２時間、年間３１時間ま

でなど）の見直しについても検討を行います。 
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＜参考＞ 子育てしやすい職場環境づくりとしてどのような制度があればいいと思うか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%)

育児・介護のための早出・遅出勤務

などの時差勤務制度の導入
264 44.4% 547 49.9% 5 35.7%

育児部分休業取得期間の延長（現在３歳まで） 183 30.8% 208 19.0% 2 14.3%

在宅勤務やテレワークの導入 146 24.6% 378 34.5% 3 21.4%

育休期間中の代替として正規職員を配置 331 55.7% 471 42.9% 9 64.3%

育休期間中の職員に対する情報提供・

能力開発などの円満な職場環境の支援
51 8.6% 138 12.6% 1 7.1%

年次有給休暇や子の看護休暇等について、

時間単位での取得の制限の廃止
70 11.8% 124 11.3% 1 7.1%

その他 40 6.7% 42 3.8% 2 14.3%

女性 男性 性別の回答なし
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２） 男性職員の育児休業等の取得促進について 

   男性職員の育児休業の取得率については、女性の１００％と比較すると低い数値と

なっていますが、令和２年度は約２割の職員が取得しており、ここ数年は増加傾向と

なっています。 

 育児休業は、配偶者の状況（就業の有無・育児休業の取得の有無など）に関わらず、

誰でも取得することができます。 

育児休業を取得することで、自身のキャリア形成や復帰時の職場の状況に不安を感

じる職員もいると思いますが、男性が育児休業を取得することに対する理解の醸成を

図るため、各所属に対して、育児休業のパンフレットの配布や育児休業の取得状況を

周知するとともに、育児休業を取得することによるメリットを周知するため、男性の

育児休業取得者のインタビューを庁内ネットに掲示し、取得を希望する職員の不安の

軽減を図る取組を行っていきます。 

子育てにあたる職員は、家族間で子育ての役割分担について話し合い、今後の休業

等の取得について検討してください。また職場は、希望する男性職員が育児休業を取

得することができるようバックアップしていきましょう。 

 

＜参考＞出産・育児関係休暇等の取得状況（取得人数・取得率） 

 

 

＜参考＞現行制度において、育児休業を取得する機会があれば取得したいか？ 

 

アンケート調査によると、「男性職員で育児休業を取得する機会があれば取得したい」

と回答した割合は、約７５％を占めました。男性職員の育児休業等の取得が促進され

るよう育児休業制度をはじめ仕事と家庭の両立支援に取り組んでいきます。 

 

令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成22年度

64人 69人 71人 76人 59人 35人

86.50% 92.00% 86.60% 86.40% 62.80% 70.00%

57人 58人 54人 55人 62人 16人

77.00% 77.30% 65.90% 62.50% 66.00% 32.00%

14人 5人 4人 4人 7人 0人

18.90% 6.70% 4.90% 4.50% 7.40% 0.00%

配偶者出産休暇

育児参加休暇

育児休業（男性）

回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%)

育児休業を取得したい 254 87.9% 343 75.4% 2 33.3%

育児休業を取得したい

と思わない
35 12.1% 112 24.6% 4 66.7%

総計 289 100.0% 455 100.0% 6 100.0%

性別の回答なし女性 男性
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① 育児休業制度の積極的な情報提供 

休業期間中の育児休業手当金支給や共済掛金等の免除、ボーナスや昇給への影響額

など収入変動のシミュレーションを情報提供することで、家計収入の減少に対する不

安感を解消するとともに、育児休業取得後の生活設計を側面的に支援します。 

また、ここ数年は男性職員の育児休業の取得が増加傾向にあることから、これまで

育児休業を取得した人の体験談などを情報提供することで、今後取得する人の不安や

疑問などを少しでも解消できるように努めます。 

 

本   人 … 妻の産後の期間中は、就労状況に関わりなく育児休業、育児部

分休業の取得が可能であることを念頭に、夫婦で子育ての役割

分担を話し合ってください。 

     所 属 長 … 職員から子の出生の報告があった際には、各種制度の説明を行

うとともに、必ず育児休業取得の意思確認を行ってください。

あわせて、休業期間中の応援体制や業務分担の見直しを検討し

てください。 

     人事担当課 … 男性の育児休業取得率の向上を目指し、制度の周知はもとより、

具体的な取得方法の紹介や相談体制の整備を行っていきます。

また、代替要員の確保に努めます。 

 

② 男性の出産、育児に係る休暇及び育児休業の取得促進 

   父として子育てを行ううえで、出産に立ち会うことや子育ての始まりの時期に親子

の関わりをより多く持つことは、非常に重要なことです。また、出産は母体に大きな

影響を与え、その回復には時間を要することから、子育てだけでなく、配偶者を支援

することも大切な役割となります。妻が出産を迎えるに当たっては、配偶者と出産前

後の双方の役割を話し合ったうえで、計画的に出産や育児に係る休暇を取得するとと

もに、育児休業の取得についても、検討してください。 

   男性が育児に主体的に取り組むことは、女性の活躍推進を図る上でも重要となりま

す。男性の育児休業の取得は増加傾向にありますが、これまで以上に男性が育児へ主

体的に関わることへの理解を深め、全ての職員がいきいきと働ける職場環境となるよ

う努めましょう。 

 

 CHANT（目 標）２  

これらの取組を通じて、夫婦の育児に対する役割分担を職場としてもサポー

トしていくことで、女性職員の育児休業取得率１００％、男性職員の育児休業

取得率３０％を目指していきます。また、配偶者出産休暇及び男性職員の育児

参加休暇の取得率も１００％に向けて、より一層取得の推進を図っていきます。 
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３ 超過勤務の縮減や休暇取得の促進等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 超過勤務の縮減等について 

① 超過勤務の状況 

   超過勤務の時間数は、令和２年度実績で月平均 1３．４時間となっており、ここ数

年は災害等の影響はあったものの、減少傾向にあります。 

   また、男女別にみると、女性のほうが低い数値となっていますが、ワーク・ライフ・

バランスの確立に向けては、男女ともに縮減することが必要となります。 

 

② 育児を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限 

   小学校就学前の子どもの育児をする職員は、職業と家庭の二重の負担がとりわけ大

きいことから、特に配慮を要するとして設けられた制度で、請求に基づき、深夜勤務

又は超過勤務の制限を受けることができます。 

 

     本   人 … 家族と育児の分担を行ったうえで、必要に応じて請求してくだ

さい。請求の必要性がないと考えられる場合にも、所属長や同

僚が配慮できるよう状況などを知らせてください。 

     所 属 長 … 育児を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度を理解し、 

            請求がある場合にはもちろん、ない場合にも、子育て期の職員   

            の勤務には十分な配慮をしてください。 

 

（単位：時間）

令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

年平均 73.3 76.9 101.1 77.3 90.0 97.1

月平均 6.1 6.4 8.4 6.4 7.5 8.1

年平均 222.6 248.0 267.3 230.5 232.6 241.5

月平均 18.5 20.7 22.3 19.2 19.4 20.1

年平均 161.0 176.8 199.0 167.2 174.5 183.3

月平均 13.4 14.7 16.6 13.9 14.5 15.3

男

性

女

性

全

体

子育て期にある職員だけでなく、家庭や地域での生活が充実することは、すべて

の職員が十分に持てる能力を発揮し、意欲的に職務を遂行するうえで有益なことで

す。また、職員の健康維持や能率の向上等の観点からも、超過勤務の縮減や適切な

休暇の取得は重要と考えられます。さらに、それらを実現するためには、日頃から

の業務への取組方をより合理的にしていくことも重要です。これらを実現していく

ために、以下の取組を進めます。 
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③ ノー残業デーの徹底 

      計画的・効率的な業務の推進と職員の健康保持に努めていただくよう、毎週水曜   

日を“ノー残業デー”に設定しています。 

 

     本   人 … 水曜日がノー残業デーであることを前提に、一週間の業務計画

を立てましょう。 

     所 属 長 … ノー残業デーの周知はもとより、自ら率先して退庁するように

心がけてください。またノー残業デーには、原則として時間外

の勤務命令や会議を行わないように徹底してください。 

     人事担当課 … 各所属の時間外勤務の状況を把握し、必要な場合は、各所属長

へのヒアリングなどを行い、改善を求めていきます。 

 

④ 過重労働による健康障害防止対策の推進 

   長期間にわたる時間外勤務は、疲労を蓄積させ、脳・心臓疾患の発症に大きな影響

を及ぼすとされており、健康管理の側面から時間外勤務の縮減を推進するため「過重

労働対策」を進めています。 

 

     本   人 … 年間の業務スケジュールを把握し、繁忙期・閑散期での業務の

調整を積極的に行ってください。また、自身の健康管理上の問

題として過重労働の問題を認識し、縮減に努めてください。 

     所 属 長 … 所属職員の業務スケジュールを把握し、適宜応援体制を組むな

ど、特定の職員に超過勤務が偏らないよう配慮してください。

また、自身も含め、管理職の超過勤務にも配慮してください。 

     人事担当課 … 過重労働による健康障害防止対策の趣旨を周知するとともに、

その手続きに則り、職員の超過勤務実施状況の把握に努め、必

要に応じて、本人及び所属長に対して改善を促します。 

 

２） 事務の簡素化、合理化の促進 

   仕事と家庭生活の両立に向けて、超過勤務の縮減や年次有給休暇の取得を促進して

いくためには、日頃から事務の簡素化に向けた見直しや合理化を進めていく必要があ

ります。 

 

     本   人 … 本人の担当業務はもちろん、業務の進め方などの改善について、

チームや課内で積極的に提案・実施し、事務の簡素化・合理化

を進めていきましょう。 

     所 属 長 … 個々人の業務が効率化されるだけでなく、チームや課全体とし

てのパフォーマンスが上がるよう、必要に応じて業務やその分

担の見直しを行ってください。 
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３） 休暇取得の促進等について 

① 子の看護休暇 

小学校就学前の子どもは、心身が未成熟であり、通院や療養に際して親等の看護が

必要なことから設けられた休暇（１年度において１人であれば年５日、２人以上であ

れば年１０日【1日・半日単位で取得可】）です。今後は、より状況に応じた取得がで

きるよう、1 時間単位での取得について検討していきます。 

 

     本   人 … 子の状況によっては、急に休まなければならないこともあるこ

とから、日頃から周囲の職員や所属長とコミュニケーションを

図り、業務にかかる情報の共有化に努めてください。 

     所 属 長 … 子の看護休暇制度を所属職員に周知するとともに、職員が子ど

もの突発的な病気などでこの休暇を取得する際には、職場全体

で対応できるように、応援体制をとってください。 

 

② 年次有給休暇の取得促進 

 家族や学校の行事への参加や夏季、年末年始の期間などと併せた年次有給休暇の利

用や連続休暇の取得を促進することで、職員の家庭生活の充実を支援していきます。

また、1 時間単位での取得については、「1 日 2 時間まで」、「年間 31 時間まで」な

どの要件を設けていますが、今後は、より柔軟な取得ができるよう、この要件の見直

しを検討していきます。 

年次有給休暇を取得することにためらいを感じるという意見はまだ多く見られます

が、全職員が最低でも年間 5 日以上取得できるよう、職員の休暇に対する意識の改革

を図るとともに、休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに取り組みます。 

 

 

     本   人 … 業務スケジュールを勘案しながら、可能な範囲で年次有給休暇

が取得できるよう努めてください。 

     所 属 長 … 所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、極端な偏りが出

ないよう、業務分担の適正化を図り、取得日数の少ない職員に

は取得を勧めるなど、年次有給休暇が取得しやすい環境づくり

に取り組んでください。また、計画的な休暇取得を促進するた

め、休暇の取得予定表などを利用することも検討してください。 

 

 CHANT（目 標）３  

      平成３１年４月の労働基準法の改正に準じて、時間外勤務は、原則、月 

４５時間、年３６０時間を上限とすることとしています。これを踏まえ、仕

事と家庭の両立が図られるよう、本人も職場も協力し、年３６０時間の上限

を超える職員がなくなるよう取り組んでいきましょう。 

    特に子育て期にある職員については深夜勤務や超過勤務をできるだけ縮減

できるよう職場全体で協力していきましょう。 
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４ 女性の活躍推進に向けた取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 女性職員の活躍推進に向けた取組 

① 職員に占める女性の割合 

本市における職員の男女構成比をみると、近年はほぼ横ばいとなっています。職種

別にみると、消防職や技術職において女性の割合が低く、特に消防職については、採

用試験者数も少ない状況です。 

 

【女性職員の占める割合の推移（職種別）】（各年４月１日時点） 

 
【採用試験者数の状況】（令和２年度実績） 

  
事務職 技術職 消防職 

応募者 受験者 合格者 応募者 受験者 合格者 応募者 受験者 採用者 

女 210 176 13 7 5 2 1  1  0  

男 301 262 22 10 6 2 49  49  7 

総数 511 438  35  17 11 4 50  50  7  

女性割合 41.1% 40.2% 37.1％ 41.2% 45.5% 50.0% 2.0% 2.0% 0% 

 

取組としては、採用説明会や市のホームページを活用して、性別に関係なくやりが

いを持って働ける職場であることをＰＲし、意欲と能力にあふれる受験者の拡大を図

ります。特に、女性の少ない職種においては、実際に働く女性職員の声を発信するな

ど、さらに女性の職域の拡大を図っていきます。 

 

職種 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度

事務職 35.2% 36.0% 35.8% 36.1% 36.0%

技術職 8.2% 8.5% 8.2% 8.0% 7.7%

保育士・教諭等 92.9% 93.2% 92.9% 95.0% 94.9%

医療職 83.9% 82.9% 84.0% 84.3% 83.9%

消防職 2.7% 2.1% 1.8% 1.8% 1.8%

技能職 18.4% 18.8% 18.1% 18.5% 18.4%

現在、政府が掲げる成長戦略の柱として位置づけられている女性の活躍推進にお

いて、社会の指導的立場にある女性の割合を、２０２０年代の可能な限り早期に３

０％程度へ引き上げる目標がうたわれています。 

女性職員の能力が活かされるためには、それを支障なく発揮できる職場環境の整

備が前提となります。特に出産・育児などのライフイベントへ柔軟に対応し、ワー

ク・ライフ・バランスを反映した人事制度の構築が必要となっています。 
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② 子育てを行う職員の人事面での配慮について 

   子育てを行う職員については、保育所の送迎などの本人の意向を把握するとともに、

できるだけ家庭生活に支障のないよう人事異動等において配慮するよう努めます。 

 

③ 男性職員の家庭生活への関与の推進について 

男性職員の家事や育児などの家庭生活への積極的な参加は、女性職員の活躍推進の

ためにも不可欠であり、男性職員のワーク・ライフ・バランス推進の観点からも重要

です。男性職員の家庭生活への積極的な参加促進を周知するとともに、管理職員等に

対しても意識啓発の取組を進めていきます。 

 

④ 働きやすい職場環境づくりについて 

女性職員や共働き職員の増加に伴って、育児や介護との両立が求められる職員が増
加していますが、場合によっては、その両立が困難な状況となり、退職を余儀なくさ
れる場合も考えられます。 
本市においては、働き方改革に取り組んでいるところであり、また新型コロナウイ

ルス感染症への対応を契機として、時差勤務制度に加えて在宅勤務制度を導入するな
ど、新たな勤務体系の整備を行っています。今後については、育児や介護の必要な職
員だけなく、全ての職員が働きやすい職場環境の構築に向けて、現行制度の整備及び
新たな取組を検討していきます。 

 

２）女性の管理職を増やす取組 

本市の女性職員の割合は全体の３５．２％、そのうち女性管理職の割合は１９．１％

となっており、アンケート調査によると、現在一般職で将来管理職になりたいという

人の割合は、現状の女性管理職の割合を超えて、全体の２８．４％という結果でした。 

 

＜参考＞ 将来管理職になりたいと思うか？（一般職のみ回答） 

 

回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%)

管理職になりたい

（課長級以上）
22 4.5% 212 30.8% 2 25.0%

管理職になりたい

（チームリーダー等まで）
48 9.9% 160 23.3% 2 25.0%

管理職になりたいが

受験するには至っていない
68 14.0% 42 6.1% 0 0.0%

一般職のままでいい 349 71.7% 274 39.8% 4 50.0%

女性(487人) 男性(688人) 性別の回答なし(8人)
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＜職階別の女性職員の割合＞（令和３年 4 月 1 日時点） 

 

 ＊再任用職員は除く 

 

【女性職員の占める割合の推移（役職別）】（各年度４月１日時点） 

 

部長級 部長代理級 課長級 副主幹級 主査級
管理職

合計
一般職 総計

女 1 5 19 48 69 142 699 841

男 14 38 96 179 274 601 949 1,550

総計 15 43 115 227 343 743 1,648 2,391

女性割合 6.7% 11.6% 16.5% 21.1% 20.1% 19.1% 42.4% 35.2%
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① 女性職員への意識啓発について 

   女性職員が自らのキャリアアップについて考える機会を提供することで、更なる意

欲向上を図り、能力発揮を支援していきます。管理職として活躍している女性職員の

体験談を研修や庁内ネットワークを通して発信するなど、女性職員の意識啓発を図っ

ていきます。 

 

②  女性幹部職員の積極的な登用とキャリアアップ支援について 

      昨今の多様化する住民ニーズに対応していくためには、政策の立案・決定において、

男性だけでなく女性の視点を反映することが重要となります。女性の積極的な登用を

推進するため、職員の意欲と能力の把握に努めるとともに、その能力をフルに発揮で

きるよう適正な配置に努めます。また、幹部職員への積極的登用を図るため、外部研

修機関への派遣の機会を設けるなど、女性リーダーのキャリアアップを支援します。 

 

＜参考＞女性管理職を増やすにはどのような取組が必要だと思うか？ 

 

 

 

回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%) 回答人数 割合(%)

414 73.3% 661 62.8% 9 75.0%

① 希望者のみ幹部職員に昇格 202 48.8% 278 42.1% 5 55.6%

② 特定の分野でのみ昇格していく 66 15.9% 113 17.1% 0.0%

③ 子育て中等の一定期間のみ希望降格を承認する 205 49.5% 299 45.2% 3 33.3%

④ その他 10 2.4% 21 3.2% 0.0%

154 27.3% 370 35.1% 5 41.7%

72 12.7% 202 19.2% 2 16.7%

82 14.5% 155 14.7% 0.0%

＊①～④の割合(%)は、「管理職任用制度の見直し」が必要と回答したもののうち、①～④と回答した職員の割合とする。

性別の回答なし(12人)

女性リーダーとして力を発揮するためのスキルや

ノウハウを学ぶ研修の実施

管理職任用制度の見直し

女性管理職の体験談を研修やデスクネッツを通じて発信

その他

女性(565人) 男性(1,053人)
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③ 今後の管理職任用制度のあり方の検討について 

 現在、管理職に昇任するために設けている主査級昇任資格試験において、受験する

年代が出産・子育て期にかかる職員が多くを占め、女性の受験者、合格者が男性に比

べ圧倒的に少ないのが現状です。 

意欲や能力のある優秀な人材を必要なポストに登用できないということは、組織と

しても人的資源を無駄にしていることにもなりかねないため、今後はそのような人材

を登用できるよう、個々の職員のワーク・ライフ・バランスを反映した任用制度のあ

り方を検討していくとともに、現在の管理職への昇任の方法に関しても必要に応じて

見直していきます。 

 

 CHANT（目 標）４  

これらの取組を通じて、消防職の女性職員の割合が３％、技術職が１０％に

なるよう目指し、女性管理職（主査級以上）全体の割合を、昇任資格試験の見

直しやキャリアアップを支援することで３０％となるよう、より一層女性の職

域拡大と活躍推進を図っていきます。 
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５ その他次世代育成支援対策に関する事項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 地域における子育て支援活動推進の取組 

  ① 地域の子育て活動等への貢献 

スポーツや文化活動など、役立つ知識や特技のある職員は、地域で実施される子育

て支援活動などに、積極的に参加しましょう。また、そのような行事に参加する職員

が参加しやすいよう環境づくりに努めましょう。 

 

  ② 子育てバリアフリーの推進 

子どもを連れた人も安心して来庁できるように、施設の整備等をより一層進めてい

きます。授乳室やベビーシートの設置場所を周知し、市民が利用しやすいように配慮

します。また、こうした来庁者への配慮などを通じて職員の子育てへの関心や意識を

高めます。 

 

２） 子育て支援に向けた職員ニーズ等の把握 

   次世代育成支援に向けて、どのようなニーズがあるのか、必要に応じアンケート調

査を実施していきます。また、休暇や休業の取得状況や時間外勤務の実施状況を把握

し、次世代育成支援の観点から必要な措置を検討していきます。 

次世代育成支援対策は、家庭や職場との協力はもとより、学校や地域との連携の

中で行われるべきものです。職員もまた地域社会の構成員であり、地域における子

育て支援の取組等には積極的に参加していきましょう。 

また、市が策定している「高槻市子ども・子育て支援事業計画」の基本理念『子

どもたちの笑顔があふれるまち高槻』の実現に向けて、各職員の業務においても子

育て支援の観点から協力していきましょう。 
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６ 会計年度任用職員への次世代育成支援対策の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

１） 育児に関わる休暇等の制度の周知について 

① 子の看護休暇 

   子の看護休暇は、子どもが小学校就学前までの間、年５日（２人以上の場合は１０

日）の範囲内で取得することができる有給の休暇です。 

 

② 育児時間休暇 

   子どもが１歳に達するまでの間、保育のために必要な授乳等を行う場合、1 日につ

き６０分を超えない範囲で取得することができる有給の休暇です。 

 

③ 育児休業・育児部分休業 

   令和２年４月の会計年度任用職員制度の導入にあたり、会計年度任用職員の育児休

業制度を見直し、育児休業に加えて、新たに育児部分休業も取得できるよう制度改正

を行いました。 

 

 

２） 年次有給休暇の取得促進について 

家族や学校の行事への参加や夏季、年末年始の期間などと併せた年次休暇の利用を

促進することで、家庭生活の充実を支援していきます。 

 

     本   人 … 業務スケジュールを勘案しながら、可能な範囲で年次有給休暇

が取得できるよう努めてください。 

     所 属 長 … 所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、極端な偏りが出

ないよう、業務分担の適正化を図り、取得日数の少ない職員に

は取得を勧めるなど、年次有給休暇が取得しやすい環境づくり

に取り組んでください。また、計画的な休暇取得を促進するた

め、休暇の取得予定表などを利用することも検討してください。 

本市の会計年度任用職員の職員数については、常勤職員の３分の１を超えており、

会計年度任用職員についても、安心して子育てに取り組めるよう、育児に関わる休

暇等の制度や手続きに関して周知を図り、仕事と子育ての両立の支援を進めていき

ます。 


